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５　骨折整復における創外固定術の新設の可否に関する調査結果について
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【調査事項】平成23年2月8日付け22食農審第61号食料・農業・農村政策審議会答申

　「骨折整復」への創外固定術の新設の可否の判断材料とするため、創外固定術の実施
実態及び有効性を調査すること
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施設数

骨折整復を適用した 11

骨折整復を適用しなかった 2

2

（回答のあった15施設）

施設数

1

1

処置部の保定が困難

（２） 創外固定術を行った際の取扱いについての調査（平成23年度調査）

①創外固定術を実施した際の点数適用

適用の有無

不明

②「骨折整復」を適用しなかった場合、農家から別途費用を徴収した場合、その費用

金額（円）

8,040

35,000

③骨折整復を行うにあたり、創外固定術を選択した理由

骨折部位により、簡易で、効果的

子牛の骨折であり創外固定で十分治癒すると判断した。

開放性の骨折の場合、デブリ－ドマン処置が必要なため。

ギプス包帯で固定しないと治癒しないため。

創外固定術が現状では一番良いと思われるから。

開放骨折のため。

プレート等の材料が入手出来ず、現状では比較的固定材料を調達しやすい創外固定以外の術式は選択不能。

安価で完治の可能性有りと判断

閉鎖性骨折の場合、ピンニング等の観血的処置により、細菌感染による手術創の化膿等を招きやすいため。

2



①医療用器具機械類

品名 数量 施設数
ドリル 1 1
ニッパ 1 1
スチール製型枠 １組 1
滑車 1 1
ロープ 1 1
ギブスカッター 1 1

②医薬品類

品名 数量 施設数
アンピシリンNa 　　　1ｇ×7 1
アンピシリン 3本 1
セラクタール 0.3ml～10ml 8
50％ケタミン 　　　6ｍｌ 1
アンチセダン 1cc～2ｃｃ 2
リンゲル液 500ml×4 1
生理食塩水 500ml×2 1
精製水 １L 1
消毒アルコール液 2mL 1
希ヨーチン 100ml 1
アクリノール １ｇ 1

③医療用消耗品類

品名 数量 施設数
ディスポ注射筒5mL 1本 1
シリンジ　2.5ml 3 1
ディスポ注射針１８G 1本 1
１８留置針 1 1
補液管 1 1
１mmドグルピン 4 1
創傷保護シート 10 1
ガーゼ 約5m 1
包帯 1～2 4
ギプス用綿包帯 1～3 2
伸縮包帯 1～5 4
伸縮性接着包帯 1～18 5
伸縮性テープ 2 3
ギプス包帯 1～数個 4
ﾌﾟﾗｽﾗﾝｷﾞﾌﾞｽ 1 1
ギブス 4本～5本 1
キャストライト 2～10 3
プラスチックギブス 4本～5本 1
プライトン 2 1
石膏ギブス 4本～5本 1
オルソラップ 4本～5本 1
アルフェンス 4 1
副木 1
石膏 1
硬化接着剤 1 1
脱脂綿 適量 2
カット綿 1
綿花 500g 2

（３） 使用物品に関する調査（平成23年度調査）
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（４）創外固定術を新設することに関する意見（平成25年度調査）

【改定の考え方】

①賛成・反対の内訳

全対象施設合計
回答施設数

（複数回答含む）

賛成 116
反対 43
その他 44
合計 203

　創外固定術を新設する。ただし、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して創
外固定術を実施した場合のみ適用することとする。（※人の医科診療報酬点数表に
おいて、骨折観血的手術については、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して
創外固定器を用いた場合に加算することとされており、この考え方を取り入れ
る。）

賛成

57%

反対

21%

その他

22%

全対象施設合計

その他

16%

家畜診療所の回答

4

家畜診療所の回答
回答施設数

（複数回答含む）

賛成 59

反対 26

その他 16
合計 101

開業等診療施設の回答
回答施設数

（複数回答含む）

賛成 57
反対 17

その他 28

合計 102

賛成

57%

反対

21%

その他

22%

全対象施設合計

賛成

58%

反対

26%

その他

16%

家畜診療所の回答

賛成

56%
反対

17%

その他

27%

開業等診療施設の回答
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②賛成又は反対の理由

新設に問題はないと思われる。

【賛成】

改定の考え方で良いと思う。

創外固定術の実施例は当組合では無いが、加入畜を他の診療施設（大学等）に委託し手術を受けた場合に適用できる種別
点数が必要となる。
妥当と考える点数並びにその根拠：当組合では実施例がないため、手術に用いるビス、プレート、クランプ等の器具備品
の購入はない。また、手術に必要な技術力、労力、手間等正確に把握ができないので回答を差し控える。

改定の考え方の通り。

当組合では、実施していないが、他で成功例があるなら増設すべき。

人医学同様、特殊な技術なので。

創外固定を適用した症例発表も多く、今後普及すると思われる。

改定の考え方の通りで良い。

意見

新しい技術に対して、門戸を開放することに賛成。

実際に行えば費用もかかる為必要だと思うが、金額的にどの程度かかるかが不明なので加算額試算は難しい。

当診療所では実施実績はないが、実際実施されているのであれば新設が妥当と考える。

理由：新たな方法であるので新設は当然。
妥当と考える点数並びにその根拠：実施したことがないので分かりませんが、観血整復術（B：6688　Ａ：1714）を参考に
B：3500Ａ：1000と考える。

理由：産業動物獣医療の技術発展のため。
妥当と考える点数並びにその根拠：使用器具、機材を買ったことがないのでわかりません。

大動物臨床の進歩に役立つ。

馬においては、適用される事例が報告されている。

九州地方では、肉用牛の骨折に創外固定を実施してよい結果を出しているという話も聞きます。今後必要になると思いま
す。
非観血によるギプス固定とは使用する器具、技術がまったく異なるので、創外固定術をおこなう場面がある限り、新設す
べきと考える。

理由：新設してほしいと考えます。ただし、単純な骨折にも創外固定術を適用してほしいものです。臨床現場における症
例で創外固定によって治癒しています。ただ症例は少ない。
妥当と考える点数並びにその根拠：術症例の点数は、非観血整復術を上回る点数が設定されることを希望します。

実施した場合、それに見合う請求は必要。

理由：今後創外固定術を実施する機会が出てくると思うから。
妥当と考える点数並びにその根拠：骨折整復（非観血整復術）と観血整復術の間（観血整復術の点数に近い点数）

手術の項目は新設すべき項目がまだまだあると思います。認めていただける項目はできるだけ多く点数表に載せていただ
きたい。

創外固定用の器具が進歩し、その強度も充分であり、感染管理も比較的容易で大動物領域でも可能であるという認識を
もっている。　現在、thomasprint を主に使用しているが、今後新たに学習し、新素材や新製品を用いた骨折の整復が可
能となるよう努めたい。

創外固定術は開放骨折、関節内骨折、粉砕骨折等に対して適当。創外固定器をレジン（ベイシングレジン山八歯材工業
製）１ｋｇ入、5,250円　使用量300ｇとした場合、創外固定用ステップピン（林刃物製)、１本1,100円、使用量約4本、観
血法としては増点なし。

創外固定術は開放骨折、関節内骨折、粉砕骨折に対して妥当な治療方法である。創外固定器をレジン（ベイシングレジン
山八歯材工業製）1kg入、5,250円　使用量300gとした場合、創外固定用ステップピン（林刃物製)1本1,100円、使用量4本
であり、観血法としては増点の必要はないと思われる。

管骨以外の骨折、開放性骨折等には有効な固定術であり、新設の必要性ありと考える。

今後創外固定の実施が増えてくると考えれば、当然加算すべきで有る。

理由：骨折部に直接触れずに固定できる創外固定術は，感染のリスクを軽減させることができる有効な手術法である。
妥当と考える点数並びにその根拠：Ｂ種点数－7000，Ａ種点数：1714　手技としては、ピンの刺入部位を決定するために
Ｘ線投影を行なわなければならず、骨接合板を用いた場合よりやや高度な技術が必要であると思われるため。

理由：技術的にも可能であり、今後必要と思われる。ただし、創外固定器は人間において点数が高額であるため、簡易創
外固定の点数も設定していただきたい。
妥当と考える点数並びにその根拠： ピンを直接、骨へ打ち込むので非観血整復術（B点1,107　A点541）の点数を基礎とす
る。骨折部位の状況確認するためのX線検査（B点809　A点183）ピン打ち込み技術料（B点2,000 A点183）、キルシュナー
ピン586円*4本（B点234.4　A点234.4）、金属パテ647円*4個（B点258.8　A点258.8）、抗生剤（B点70　A点22）合計：B点
4,479　A点1,439
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妥当である。

いいと思います。

特に問題なし。

理由：有効な治療法であり、当診療所においても活用していきたいと考えている。
妥当と考える点数並びにその根拠：B点1,608  A点476　非観血整復術の2倍相当。

理由：症例によっては実際おこなうことがある。
妥当と考える点数並びにその根拠：骨折整復の観血整復術と同等。Ｂ種点数：６，６８８　　Ａ種点数：１，７１４

理由：骨折整復には必要行為である。
妥当と考える点数並びにその根拠：骨折整復（観血）以下。骨折整復（観血）の適用でよいと思う。

理由： 今のところ骨折整復はギブスでしか実施していないが、骨折の場合程度によりうまく整復できない症例がある。今
後スキルアップのためにも新設を望む。
妥当と考える点数並びにその根拠：実施したことがないのでわからない。

技術的に高度であり、消耗資材等もかなり使用するため。

理由：畜産先進県での実施が見込まれるため。
妥当と考える点数並びにその根拠：本県では実施例がなく、経費が不明なため、先進県の意向に従う。

理由：高度な技術を現場に普及させるためにも、こうした技術料を新設することに賛成する。
妥当と考える点数並びにその根拠：本県には事例が少ないため、畜産技術先進県の点数設定基準に同意する。
理由：妥当と考える。
妥当と考える点数並びにその根拠：ギブス固定に外科処置を加算した点数が妥当と考える。

理由：当診療所では骨折整復を行う場合、現在、非観血整復術のみを選択している。創外固定術や内固定術は実施してい
ない。創外固定術は高度な獣医療で、将来普及していくべき技術であるという立場から、創外固定術を新設することに賛
成する。
妥当と考える点数並びにその根拠：創外固定術、B種7086点、A種2141点、が妥当と考える。骨折整復の観血整復術の２）
骨接合板と骨髄ピンにより整復した場合、かつ、３）ギブス包帯を用いた場合、と同等と思われる。

理由：実際に創外固定を行うケースがあるのならば、適用出来る点数があっても良い。将来的に必要な治療行為と思われ
る。
妥当と考える点数並びにその根拠：B-Aは、外傷治療程度。Aは、創外固定器代を賄える点数。

適応症があれば試したい。

理由：施設設備の整った診療所、又、今後の高度獣医医療においては必要であると思われる。
妥当と考える点数並びにその根拠：具体的な術式等がわからず、点数等については不明です。

理由：人の医科診療報酬点数表において適用があるので、家畜にも適用して良いと考える。
妥当と考える点数並びにその根拠：B-8000点、A-2000点

理由：同法でなければ対応できない骨折症例があるため、創外固定術の新設が必要である。
妥当と考える点数並びにその根拠：人医におけるギブス固定と創外固定法の点数を比較して参考にするのが適切と考えら
れる。

理由：技術の進歩により施術法として適用性を認められているのであるから、給付基準にも採用すべきである。しかし、
新設はうれしいが、現在の当家畜診療センターでは設備不十分で無理ではないでしょうか。
妥当と考える点数並びにその根拠：実施例がなく必要機材設備手法等が明確にわかりませんので、点数も積算計算できま
せん。

人に準じてよいと考える。

一応賛成です。理由：現在、私共ではそこまで高度な治療をおこなっていませんが、将来、技術の進歩により実地される
方もでられると思いますので・・。
妥当と考える点数並びにその根拠：今のところわかりません。

創外固定の方が治療率が高いと思われる。開放・関節炎・粉砕骨折のみの適用で良いと思われるが場合によっては他の骨
折にもＯＫにすれば。

理由：骨折整復の難易度によって設定してもらうと請求しやすい。
妥当と考える点数並びにその根拠：Ｂ６６８８　Ａ１７１４＋使用機器代金分

理由：骨折に対する創外固定術の手技は、報告、発表等多数見られ骨折の治療法の一つの術式として、ピンニング、プ
レート等の観血的手術と同様に実施できると思われるから。
妥当と考える点数並びにその根拠：B＝4000、A=1300　観血整復術と非観血整復術の点数を参考に。

新設されれば、使用することがあるため。

理由：獣医学の進歩に、家畜共済制度も対応すべきである為。
妥当と考える点数並びにその根拠：実施した経験がない為わからない。
理由：賛成。
妥当と考える点数並びにその根拠：材料費　固定剤にレジンを使用した場合1600円、固定ピン4本5000円、麻酔術を考慮
し、従来の骨折整復の6割ぐらいが適当　B：４０１３　A：１０２９

経験上で過去のおいての症例は少ないが、その症例に遭遇した場合には必要と考える。

該当症例は少ないと考えるが、今後必要手術治療である。特に子牛における加療方法である。

理由：積極的治療の要求があり、それに見合った治療をするのであれば増点給付があってもよい。
妥当と考える点数並びにその根拠：実施経験がなく、判断材料が不確実な為、提案できない。
創外固定術は今後必要であると思われる。ただし、創外固定器は人間において点数が高額であるため、簡易創外固定の点
数も設定していただきたい。B：3,920点数　A：1,341点
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理由：骨折部位によりギプスをかけることができなかったり、外科手術が困難な例が考えられる。点数設定は妥当と思わ
れる。
妥当と考える点数並びにその根拠：いずれ外科手術に準ずる点数設定である。

現実的にすでに実施している獣医師がいるので早く適用した方が良い。しかしＢ点Ａ点の算定は難しいと思います、生後
間もない子牛と成牛で同じ点数では！産業動物臨床の発展のためにぜひ必要だと思います。

理由：経済動物としての家畜でも、最新および最善の治療を受ける権利あり。実施する責任あり。
妥当と考える点数並びにその根拠：知識と技術に対し適正な価格。
理由：①ギブス固定より創外固定術の場合の方が回復治療率が高い。
妥当と考える点数並びにその根拠：おおよそ　B3000 A1000

理由：現在の家畜診療の領域では、まだ確立された技術ではないと思っているが、今後絶対必要となる技術であると考え
る。
妥当と考える点数並びにその根拠：観血整復術と同等と考える。

有用な治療法で現実に実施されているから。

理由：外科的処置の技術的進歩を産業動物（特に牛）に展開していくことは良いことだ。
妥当と考える点数並びにその根拠：Ｂ－Ａに現状通りで良いが、Ａ点は当診療所では実績がないため妥当な点数不明。
すでに取り入れている人もいるため。新しい治療方法を診療点数に組み入れていかないと技術は進歩しない。結果として
農家にも還元されない。
理由：新設することにより、医科分野、小動物分野において実施されている術式を大動物分野に工夫応用する機運が高ま
り、不慮の事故等による損耗を回避できる可能性が広がるものと考えられるため。
妥当と考える点数並びにその根拠：B種点6880 A種点1750、観血骨折手術と同等が妥当と考える。

経験ありませんが賛成です。

理由：骨折治療において必要と思うから
妥当と考える点数並びにその根拠：非観血固定と同等と考える。
理由：ピンディング、プレート固定は、一般開業には困難
妥当と考える点数並びにその根拠：ナックル整復と同程度

賛成。外科の技術が向上しているため、各技術に応じた点数の細分化が必要であると思われる。

理由：骨折の診療はほとんどない（仔牛であるくらい）が、新設することは良いと思う。
妥当と考える点数並びにその根拠：よくわからない。

理由：新しい技術に対して積極的に対応すべきと考えます。
妥当と考える点数並びにその根拠：実施したことがないので不明。

私はおそらくやらないが、これからの技術進歩の為にも有っても良い。

理由：実際に山口？の獣医師が自作等で創外固定をした発表をしていて、必要な技術だと考えるから。
妥当と考える点数並びにその根拠：骨髄ピンと同等の技術。手間のかかる処置だから。B6844 A1899

こちらの診療所では骨折の創外固定を行える技術はないが、賛成。

今後更に普及する技術であるので賛成である。

獣医医療発展と家畜の経済的損出防止、生命維持の観点からも技術習得普及が進むことが出来れば良い。

理由：たまに術すので新設に賛成です。
妥当と考える点数並びにその根拠：ＩＭＥＸの器具と手間と麻酔抗生剤を足した値段以上でおねがいします。

近年家畜における実施例も多くみかけます。コードがないのなら新設して良いと思います。

理由：人でも創外固定術は日常化しており、家畜においても早く導入して欲しいと思います。スキルアップに貢献すると
思います。
妥当と考える点数並びにその根拠：創外固定術も色々な方法があると思いますので、専門家にゆだねたいと思います。

技術的に全然違うので。

この技術が普及するようであれば、賛成します。

理由：創外固定をする獣医師が増えてきたこと、またそれを選択することで治癒できる患畜が増えることを考えると適正
な技術点が必要であると思うから。
妥当と考える点数並びにその根拠：当診療所ではそのような手術を出来る施設が無く、手術に要する時間、器具等をイ
メージ出来ないので自分の方からは提案することは出来ません。頻繁に手術を行っている先生の考えでお願いします。

理由：小動物では普通であり、機材の設備があれば大動物でも可能である。
妥当と考える点数並びにその根拠：機材費がかかるので観血整復術と同等と考える。

技術として認めるべきであるが、点数は返答困難である。

要望があれば新設したほうがいいと思います。

新設の要望が多いのでは。

理由：骨折部位などにより創外固定が必要で効果的な場合があるから。
妥当と考える点数並びにその根拠：骨折の非観血整復術より技術的難易度はやや高いと考えるので１，０００点程度＋医
薬材料費が妥当ではないか。

理由：新技術の積極的導入には賛成する。
妥当と考える点数並びにその根拠：現在、実施例がなく、技術導入施設の料金で妥当と考える。
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理由：このような手術はした事がないが、高度な医療技術や設備が整った獣医師が複数いる家畜病院では可能なのだろ
う。実際に実施している診療所や病院がある以上創外固定術を新設することに賛成。
妥当と考える点数並びにその根拠：見当がつかない。

和牛の個体価格は、高額の為、今後必要になると思われる。

理由：新生子牛の骨折は、中手骨が多く、形状から、ピンやプレートが施しづらく、副木でのギプス固定のみで、イガミ
が生じやすく、困っていました。蒲焼のようにピンニングし、固定できれば、幸いです。
妥当と考える点数並びにその根拠：任せます。
治療率が良いと思うので。

開放骨折では必要。

理由：医療分野、小動物分野でも行われている以上、産業動物分野でも試みてはいいのではないか。
妥当と考える点数並びにその根拠：接合板、骨髄ピン使用の場合156点の加点であるので、倍の312点の増点、Ａ点は185点
増点であるので＋15で200点。

妥当と考える。実際に実施したことはないが、日常の診療で実施する症例が結構ある様に思う。

レントゲンを持たない自分は直接関係ないが大学で積極的に行われている。しかも安価で、これこそ農家の負担軽減!!

理由：創外固定の必要な症例もあると思われます。
妥当と考える点数並びにその根拠：実際に行った経験がないので解りかねます。

理由：牛（特に子牛）の骨折においても創外固定術は今後普及することが考えられます。
妥当と考える点数並びにその根拠：Ｂ種4000、Ａ種わからない。観血手術の6割程度。

施設の充実した診療所ができれば必要な技術であり新設には賛成です。

理由：創外固定器を用いて牽引整復するのであるから、骨折観血手術より技術的にも費用的にも加算されるのが妥当と考
える。
妥当と考える点数並びにその根拠：B種　9,000点　A種　2,500点　ヒトの診療点数表でも2,000点以上の加算であるから。

子牛の場合にギプス等で創外固定で骨折が治癒した実例があるので賛成しますが、「非観血整復術」の所でギプス固定は
あげられているので創外固定術の具体的な内容を明記してほしい。

当診療所では今のところ可能性はないが、将来的には必要となることがある。

理由：新生子などの場合に必要であると思われる。
妥当と考える点数並びにその根拠：現在取り組んでいないため算出不能

理由：一番適した治療法が選択できた方がよい。
妥当と考える点数並びにその根拠：B　69000　A 19000　観血手術並みでよい。

開放骨折や粉砕骨折などにおける創外固定術は有用だから。

【反対（現行どおりが適当）】

産業動物の分野では必要性を感じていない。

創口および組織等に対する重度汚染等、予後不良になる場合が多いので現行通りでよいと考える。

まれなケースなので、通常の観血整復術の増点でよい。

理由：創外固定は現場でも行われているから点数が必要。
妥当と考える点数並びにその根拠：Ｂ種3000点、Ａ種1500点。観血骨折整復の半分ほど。

理由：創外固定術の適用は、成体には体重負荷がかかりすぎて無理と思われるが子体に対しては予後も期待できる。
妥当と考える点数並びにその根拠：観血整復術でプレート骨ピンを用いた場合、Ｂ6844、Ａ1899であり、さらに外固定用
クランプが必要であることからB8000、A2500が妥当であると思う。

賛成

理由：臨床現場での普及促進のため適用されたい。
妥当と考える点数並びにその根拠：経済動物のための安価な創外固定器の必要性インプラント整復よりも大幅な増点は控
えたい。

理由：有効であると思う。
妥当と考える点数並びにその根拠：B：2000、A：600　非観血の倍くらいが良いと思う。
理由：子牛の大腿骨骨折整復に有用である。
妥当と考える点数並びにその根拠：B：7000、A：1800観血整復と同程度が妥当である。

ギブス固定で十分と考える。

観血整復手術で,すでにB:6、688　A:1、714　に骨折合板、骨髄ピンの増点、ギプス増点もあるため特に必要性を感じな
い。現場においての実施は解放、関節内、粉砕骨折の状態がレントゲンが通常使える状態にないおよび機材の調達が難し
く現実的ではないため。また術後管理も難しく、創外固定術は実施できていない。

家畜にて粉砕骨折等の整復は稀であり、点数追加は必要ないと考える。

当診療所では骨折の創外固定術の実施例がなく治癒率が不明である。また骨折部のレントゲン撮影が必要と思われるがレ
ントゲン撮影機もない。

骨折整復の観血整復術に含めればよいと思われる。

わが国の診療体制では、感染等の問題で難しいと思われる。新設するのであれば、手術室がありそこで実施した場合のみ
適用する等のハードルを設けるべきである。

有効治療なのか疑問、治療数、治癒率は上がるのか疑問。
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創外固定は、家畜における治癒率が極めて低い手技と考える。術創の無菌処置、無菌手術、術後の無菌処置が非常に困難
な事、患畜の体重、術後の鎮痛処置に起因すると推察するが、大学並みの看護ケアで対応できるかどうかに掛かる。同時
に、入院介護・鎮痛処置（現状ではフォーベット）を給付する必要もあり、術式、術後ケアを含めてかなりの高額医療
で、特殊医療との認識を持つ。現状、1/100程度の治癒率では、あるいは手技だけに興味を持ちもっと下がる可能性があ
り、高額請求は農家負担に直結するものと認識する。現状、事故外診療請求が妥当と考える。

規模の小さい診療所では、現行どおりが適当。

全国的にほとんど行われていない。創外固定と総称しても特殊な創外固定具を使う手技から、キルシュナー鋼線のみを用
いる手技、さらには貫通ピンを入れる手技など外科学上も整理されていない。プレート固定に匹敵する手技を行った場合
には骨折整復術の点数適応ができることとするのが望ましい。

牛の開放骨折の観血手術は、ほとんど行われない。また、治療の対象にならない事が多い。従って骨折観血的手術後、創
外固定器を用いるケースはほとんど無いと思われる。

創外固定術がまだ一般的でない。

本県（愛媛）では、入院施設もなく、創外固定術を行う技術も普及していない。仮に野外で、行うにしても、感染症の予
防が困難であるため、現行どおりが、適当ではないかと思います。もう少し、検討を継続するべきではないかと思いま
す。

創外固定術と観血整復術の区別が不理解。現時点では観血整復術を適用することがいいと思う。

経済動物なのであまり高度な技術は必要ないのではないかと思う。

必要なし。創外固定器がない。開放骨折は化膿し予後不良が多い。

実際に発生している骨折事故については現行の適用でも妥当ではないのか。

経済動物であることから、治療する機会がかなり少ないと考えるため。

産業動物の診療においてはたして骨折の創外固定の必要性はあるのだろうか？

保険適応の必要性が不明。

家畜共済の診療においてそこまで必要ないと思う。

現行どおりの骨折整復（観血、非観血）で十分対応できると考える。

創外固定器の定義が不明で他の物を固定器として応用した場合には加算できないと解釈しますが、また非開放性骨折にお
いて固定術が必要な場合でも給付外と解釈するのか、不明な部分があるのではと考えます。

症例数が多くなく、わざわざ新設する必要性は低いと思われるため。

上記骨折治療の場合全身麻酔が必要であり、施設の整った大学病院等では可能だろうが、個人開業では対応できない。

現在やっていない。今後も実施するつもりがない。

現行で十分である。

犬、猫の伴侶動物と違い牛のような食用動物、経済動物に対して開放骨折、関節内骨折、粉砕骨折のような治療管理と費
用が多くかかり又治癒率の低い創外固定術は新設すべきではない。体重が200kg以上の場合治癒率は殆ど0％に近いと思わ
れる。

一部の人が行って、研究発表されているから点数表に新設してあげようというのは間違っています。「家畜共済の病傷事
故給付基準」でいう「通常必要とされる診療」には程遠く、研究発表するほどですから一般に普及していない訳で、そん
な特殊な手技を共済給付の対象にする必要はないと考える。経済動物に対して、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折して
い病状において、このような高度獣医療を望む農家がどれだけいるでしょうか。この手技を 行えるのは国内に何か所ある
でしょうか。術後の管理も小動物と違い、極めて大変だと思われ、共済診療として行う必要はないと考えます。共済対象
外の治療として、実施例数が増え、成果が確認され、一般的な手技として確立してから共済対象にすればよい。

創外固定術に関しては、新設する必要は無いと考える。まだ小動物の診療分野でも定着しているとは言えない。牛の分野
において創外固定の有用性（現法の外固定やピンディング法と比べて）の根拠がまだ少ない。現状では、創外固定を行っ
ても、骨折整復術で適用すべきである。

人の診療とちがい、牛の場合、骨折等の状況により廃用も念頭において診察しなければならない。現行どおりが適当と思
われる。

骨折整復で、創外固定術まで考えられない。

家畜領式においては、特別な患畜以外には、必要性を感じない為。（ペットとは若干違うと思われる為）

経済動物なので早急に肉としての販売を考えた方が妥当。

産業動物の場合、創外固定術を実施しても、術後の安静的な保定等不可及び経済的問題等、長期加療による褥創併発あ
り。

現行どおりで適当。

適用例は、極めて少ないと思われる。新設でも良いが、骨折整復内での増点で対応しても良いのではないか？

時期尚早と思われるので、症例を重ね確立されてからの導入でよい。

畜舎内での創外固定は衛生的にどうかと思われる為。

大動物において現実的でない。

【その他の意見】

創外固定術を実施する事がないので分からない。

基本的に賛成だが、現在、現場において複数の創外固定術が試行されており、大動物獣医療に最適な方法が検討されつつ
ある。症例の検討の積み重ねが不足しているため、点数を設定できる段階ではないと思う。また、適用範囲については、
骨折部位の検討が必要と考える。
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技術がないので答えできない。

（一部賛成）理由：対象畜種及び月齢・体重等を限定した上であれば賛成する。家畜は経済動物である以上、治療に対す
る費用対効果を考慮せねばならず、全ての家畜を対象に創外固定術を新設し、増点・加算する必要性は感じない。開放骨
折、関節内骨折又は粉砕骨折において、治癒した場合その個体の将来的な可能性を含めた経済的有効性と、経済的損失を
小さくする為に迅速に廃用・と畜して残存物の有効利用を計った場合とを比較検討するに、子牛・肥育初期･育成牛・初妊
牛など低体重等で残存物価格の低くなる状況においては、治癒した場合の有効性は認めるも、肥育末期・経産牛などある
程度以上に残存物価格の見込める場合に、体重等からの治癒率低下と二次的な感染症等による利用価値喪失の可能性とを
考慮すると、治療行為そのものも不必要とも考えられ、創外固定術の必要性は感じない。
妥当と考える点数並びにその根拠：具体的な点数としては、根拠を持って答える事は出来ないが、人の医科診療報酬点数
表に準じて加算することには異議なく、同程度の加算額でよいと考える。

実施した経験がなくどちらともいえない。

当家畜診療所においては実施経験がなく、治療実績がないので効果が不明。

創外固定術未実施のため良くわからない

創外固定術自体あまりよくわからないが、認める価値のある技術であれば認めるのがよいと考える。

当診療所で実施例がないので可否の判断ができない。

賛成とも反対とも判断つきかねる。私は、創外固定術を想定するような患畜を診た経験が無いので、どの程度の治癒率が
あるのか？労力・費用がかかるのか？わからない。また、様々なケースがあるので、専門雑誌にあるような少数の症例報
告は鵜呑みに出来ない。それゆえ、このようなケースがあった場合、廃用・淘汰を薦める。相当の高額医療となりうる診
療（手術）が、現在の畜産（酪農）経営環境で果たして農家のプラスとなりうるのか？全額が自己（農家）負担としても
手術を実施する決断がつくケースなのか？共済の病傷給付があるからトライしてみようでいいのか？などと考えると現行
どおりで良いか思えるが、積極的に創外固定術を行い、改定が必要と感じる獣医師がいるのであれば、その妨げにはなり
たくない。

確立された新しい技術であれば、賛成したいと思いますが、私自身は取り組んだ事がなく、家畜診療雑誌等にでているの
を目にするくらいです。他の先生から聞いた所では、化膿処置が大変で往診がかなりの回数になってしまうとの事でした
が、本当のところその効果とリスクがよくわかりませんので今回は解答（賛成か反対）を避けさせていただきます。

技術の向上に異論をとなえるつもりはないが、産業動物イコール経済動物との観点からすれば、当項目の新設により、農
家負担が大きくなりすぎる懸念が生じるので、結論は見送りたい。

創外固定器の価額と大動物に対する適応性が不明。

上肢骨骨折等非観血整復術が困難な場合にも適用していただきたい。

私は牛の骨折にしか遭遇しないが、単純な骨折は少ないと認識する。子牛の骨端線骨折くらいが単純骨折であり、管骨骨
折は、殆ど複雑骨折の様相であり、一部皮膚の裂創を伴うのも少なくなく、一部に窓をつけたり等の加工は、一般と同等
にに扱うべきではないと考える。非観血的手技でもその対応を含んで処置している現状と認識する。また、患畜の体重で
も骨折外固定剤等の使用は大きく差が発生する。非観血的整復術にも3段階程度の適応が望まれる。

見当がつかない。

骨折手術そのものが全国的にほとんど行われておらず、用いられる手技や消耗品も多様なままである。この状況から用い
られるインプラントは給付外とし、受益者負担とした方が公平かつ明瞭だと考える。

ほとんど処置、施術したことがないのでお答えできません。

当診療所では観血法はしておらず、今後も実施する可能性が少なく判断しにくい。

当家畜診療所では対応する予定が有りません。

反対。創外固定の必要性を感じない。しかし、獣医学的な技術進歩のためには必要と思う。

開放骨折に限定しなくてもいいのでは。人間は、骨折した場合、完全介護で本人もおとなしくしているが、家畜は、体重
も重く、しっかり固定ができると術者が思えば解放じゃなくてもいいのでは。すべてがセオリーどおりに行くことばかり
でないので。

費用対効果を考えた場合、家畜の残存物価値を考慮すべきではないでしょうか。

骨折の症例が少なく、よくわからない。

私は、創外固定術をしたことがありませんので、意見を控えさせて頂きます。

どちらでもいいです。特に意見はありません。

以前行ったが治療しなかったのでなんとも言えない。

骨折畜が、その後経済的価値が残存する事は少ないと思われる。新設により必要ない固定術が増えるような気がする。

創外固定術の新設は賛成であるが、開放骨折、関節内骨折又は、粉砕骨折以外の骨折に対しても適用してもらいたい。

自分自身としてはあまり意味がない。骨折する家畜(スモール)は家畜共済未加入で関係ない。成牛は骨折したら予後不良
だ。

点数による。

改定されるようでしたら、創外固定できるように準備します。

よくわかりません。

判断できない。

小動物以外の動物には骨折整復（添え木固定以外）の経験がないため判断ができません。
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創外固定術をしたことがなく、どういった術式でどのような器具器械があればいいのか分からないため賛成とも反対とも
言えない。しかしながら新しい術式であれば取り入れなければならないと思われます。

経験がなく賛成とか反対とか言える立場にない。

家畜は経済動物という点からすると、野外においては非観血骨折整復までで観血的手術による骨折整復は相当の医療設
備、医療費が必要。その予後を考えると適当ではない。
開業にも創外固定など新技術を学べる機会を提供して頂きたいまた、骨折手術に使用するピン、プレート、創外固定器な
どは何処で取り扱っているかの情報も末端には伝わらない。

創外固定術の術式自体経験なく可否判断できず。

現行どおりが適当。経験ないので、わかりません。

この術式は研修会でさえまだ経験したことも見たこともないのでわかりません。まだ一部の診療所しかできないという段
階にあるならば、共済点数を設置しなくても良いのではないかとも思います。
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